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大村市税条例等の一部を改正する条例…………………………（ ３ ） 

大村市手数料条例の一部を改正する条例………………………（１６） 
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動産の買入れについて……………………………………………（２７） 
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専決処分の承認について（大村市国民健康保険条例の一部を 

改正する条例）……………………………………………………（２９） 

専決処分の承認について（大村市介護保険条例の一部を改正 

する条例）…………………………………………………………（３２） 

専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること 

について）…………………………………………………………（３５） 

専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること 

について）…………………………………………………………（３７） 

専決処分の報告について（工事請負契約の変更について）…（３９） 

専決処分の承認について（令和元年度大村市一般会計補正予算（第８

号）） 

専決処分の承認について（令和２年度大村市一般会計補正予算（第１

号）） 

専決処分の承認について（令和２年度大村市一般会計補正予算（第２

号）） 

令和２年度大村市一般会計補正予算（第３号） 



報告第１３号 

 

報告第１４号 

 

報告第１５号 

 

報告第１６号 

 

報告第１７号 

 

第５１号議案 

令和元年度大村市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越しの報告につ

いて 

令和元年度大村市工業団地整備事業特別会計予算の繰越明許費に係る

繰越しの報告について 

令和元年度大村市水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画につ

いて 

令和元年度大村市工業用水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計

画について 

令和元年度大村市下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画に

ついて 

損害賠償の額を定め和解することについて……………………（４１） 
 



第３４号議案 

大村市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

大村市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年大村市条例第１８号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」に改め、

同項第２号中「８，８００円」を「８，９００円」に改め、同条第３項中「死亡若し

くは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生

が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改め

る。 

附則第３条の４第５項第２号中「１００分の５」を「事故発生日における法定利

率」に改め、同条第６項中「差引いた額」を「差し引いた額」に、「１００分の５」

を「事故発生日における法定利率」に改める。 

附則第４条第７項第２号中「１００分の５」を「事故発生日における法定利率」に

改め、同条第８項中「差引いた額」を「差し引いた額」に、「１００分の５」を「事

故発生日における法定利率」に改める。 

別表中「１２，４００円」を「１２，４４０円」に、「１３，３００円」を「１３，

３２０円」に、「１０，６００円」を「１０，６７０円」に、「１１，５００円」を

「１１，５５０円」に、「８，８００円」を「８，９００円」に、「９，７００円」

を「９，７９０円」に改め、同表備考１中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発

生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断に

よって疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大村市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び別

表の規定は、令和２年４月１日以後に支給すべき事由の生じた大村市消防団員等公
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務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下この項において「損害補

償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条

例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及

び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下この項において「傷病補償年金等」

という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償

年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補

償年金等については、なお従前の例による。 

令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、補償基礎額の

引上げ等の改正を行うため、この条例案を提出するものである。 
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第３５号議案 

 

大村市税条例等の一部を改正する条例 

 

（大村市税条例の一部改正） 

第１条 大村市税条例（昭和２５年大村市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

  第１７条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

  第２６条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡

婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

  第２８条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２第

４項」に改める。 

  第２８条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、

同条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。 

  第２８条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、

同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削り、同

項第４号を同項第３号とする。 

  第３２条の６第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第

５項及び第１１項」に改める。 

  第３６条第１１項を同条第１４項とし、同条第１０項中「第３４９条の３第３０

項」を「第３４９条の３第２９項」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第９項

中「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３第２８項」に改め、同項を同条

第１２項とし、同条第８項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９条の３第２

７項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第７項中「第３４９条の３第１２

項」を「第３４９条の３第１１項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第６項

中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の３第１１項」に改め、同項を同条

第９項とし、同条第５項を同条第８項とし、同条第４項中「によって」を「によ

り」に、「第４９条の２」を「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことがで

きる」に改め、同項を同条第７項とし、同条第３項中「によって」を「により」に、

「においては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に、
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「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第２項

中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に、「（建物の区分所

有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第２条第３項の専有部分の属する家

屋（同法第４条第２項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。）につい

ては、当該家屋に係る同法第２条第２項の区分所有者（以下「区分所有者」とい

う。）とする。以下固定資産税について同様とする。）としてこれを」を「とみな

して、」に、「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段として次の

ように加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その

旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第３６条第２項を同条第４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が

不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみ

なして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨

を当該使用者に通知しなければならない。 

 第３６条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若

しくは家屋補充課税台帳に所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年

法律第６９号）第２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第４条第２項の規定

により共用部分とされた附属の建物を含む。）については、当該家屋に係る同法

第２条第２項の区分所有者（以下「区分所有者」という。）とする。以下固定資

産税について同様とする。）として登記又は登録がされている者をいう。この場

合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡し

ているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消

滅しているとき、又は所有者として登記されている法第３４８条第１項の者が同

日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所

有している者をいう。 

３ 第１項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として

登録されている者をいう。 
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第５４条の２の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第５４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下この

条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から３月

を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。 

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関

係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充

課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個

人の住所及び氏名 

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

  第５５条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって、」を「により、又は

現所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

  第７６条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定につ

いては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するものと

する。 

  第７６条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定す

る葉巻たばこを除く。）」を加える。 

  第７８条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第４６

９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の３」を

「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出し

ている場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に

次の１項を加える。 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、

卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又

は消費等について、第８０条第１項又は第２項の規定による申告書に前項（法第

４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けようとする
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製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条の２の３第１項

に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。 

 第８０条第１項中「第７８条第２項」を「第７８条第３項」に改める。 

 第１１８条第６項中「第３６条第４項」を「第３６条第７項」に改める。 

附則第５項から附則第５項の５までの規定、附則第６項及び附則第９項中「又は

法」を「又は」に改め、附則第１０項中「法附則第１５条から第１５条の３の２ま

での」を「法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条又は第６２条の」

に、「第３６条第５項」を「第３６条第８項」に、「又は法附則第１５条から第１

５条の３の２まで」を「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条若

しくは第６２条」に改め、附則第１０項の３を削り、附則第１０項の４中「附則第

１５条第２項第６号」を「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を附則第１０

項の３とし、附則第１０項の５を附則第１０項の４とし、附則第１０項の６中「附

則第１５条第２９項」を「附則第１５条第２６項」に改め、同項を附則第１０項の

５とし、附則第１０項の７中「附則第１５条第３０項第１号」を「附則第１５条第

２７項第１号」に改め、同項を附則第１０項の６とし、附則第１０項の８中「附則

第１５条第３０項第２号」を「附則第１５条第２７項第２号」に改め、同項を附則

第１０項の７とし、附則第１０項の９中「附則第１５条第３０項第３号」を「附則

第１５条第２７項第３号」に改め、同項を附則第１０項の８とし、附則第１０項の

１０中「附則第１５条第３１項第１号」を「附則第１５条第２８項第１号」に改め、

同項を附則第１０項の９とし、附則第１０項の１１中「附則第１５条第３１項第２

号」を「附則第１５条第２８項第２号」に改め、同項を附則第１０項の１０とし、

附則第１０項の１２中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０

項第１号イ」に改め、同項を附則第１０項の１１とし、附則第１０項の１３中「附

則第１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項

を附則第１０項の１２とし、附則第１０項の１４を削り、附則第１０項の１５中

「附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改め、

同項を附則第１０項の１３とし、附則第１０項の１６中「附則第１５条第３３項第

１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同項を附則第１０項の１４

とし、附則第１０項の１７中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条

第３０項第２号イ」に改め、同項を附則第１０項の１５とし、附則第１０項の１８
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中「附則第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第１５条第３０項第２号ロ」に改め、

同項を附則第１０項の１６とし、同項の次に次の１項を加える。 

１０の１７ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

附則第１０項の１９中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５条第３

０項第３号イ」に改め、同項を附則第１０項の１８とし、附則第１０項の２０中

「附則第１５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、

同項を附則第１０項の１９とし、附則第１０項の２１中「附則第１５条第３３項第

３号ハ」を「附則第１５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を附則第１０項の２０

とし、附則第１０項の２２中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４

項」に改め、同項を附則第１０項の２１とし、附則第１０項の２３を削り、附則第

１０項の２４中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同

項を附則第１０項の２２とし、附則第１０項の２５中「附則第１５条第４５項」を

「附則第１５条第３９項」に改め、同項を附則第１０項の２３とし、附則第１０項

の２６中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を附

則第１０項の２４とし、同項の次に次の１項を加える。 

１０の２５ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の２とする。 

附則第１０項の２７を附則第１０項の２６とし、同項の次に次の１項を加える。 

 １０の２７ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は零とする。 

附則第１０項の２９中「平成３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地」

を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に改め、附則第１１項中

「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に、

「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項におい

て同じ。）」に、「この項及び次項において同じ」を「この項において同じ」に改

め、「（以下この項及び次項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、

「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例

基準割合に」に改め、附則第１１項の２中「特例基準割合適用年中」を「各年の平

均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの割

合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」
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に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改め、附則第１４項中「令和

３年度」を「令和６年度」に改め、附則第１５項中「令和２年９月３０日」を「令

和３年３月３１日」に改め、附則第１９項中「第３５条の２第１項」の次に「、第

３５条の３第１項」を加え、附則第２１項の２及び附則第２１項の３中「令和２年

度」を「令和５年度」に改め、附則第２１項の３の２中「第３５条の２」を「第３

５条の３」に改め、附則第３４項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改め、

附則に次の３項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

４２ 第９条第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法第１５条

の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

４３ 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため

の国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。次項において

「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定する指定行

事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生

じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の

全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、当該納

税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市

町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支

出したものとみなして、第２６条の６の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

４４ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例

法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第１３項の７の規定の適

用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和１６年度」とする。 

第２条 大村市税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第１０項中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第

６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改め、附則第１０項

の２７中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

第３条 大村市税条例の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書」を「第３２１条の

（ 8 ）



８第３４項及び第３５項の申告書」に、「においては」を「には」に改め、同条第

４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第１９項」

を「又は第３１項」に改める。 

  第１３条中「及び第４項」を削る。 

  第１６条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第２４条第２

項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第２４条第２項の表の

第１号」を「同号」に、「第３２条の６第１０項から第１２項まで」を「第３２条

の６第９項から第１６項まで」に改める。 

  第２４条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条

第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日

から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項

第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

  第３２条の６第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１

項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、

第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び

第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後

段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１

第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の

８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９

の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６

条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の

８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の

８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の

８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９

項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に改め、同条第

６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２２項」を「同

条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改

め、同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、

「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１条

の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第
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１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第

４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条

第９項とし、同条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を

「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項」を「第

９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に改め、同項を同条

第１２項とし、同条第１４項を同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を

「第１２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同

条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１

項」を「第３２１条の８第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を

同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第

１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条

の２４の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若し

くは第６項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

  第３２条の７第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条

第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改

め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条

第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当

該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２

号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連

結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）」を削り、

同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改める。 

  第３４条第４項から第６項までを削る。 

  第７６条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」を

「１本」に改める。 

  附則第１１項の２中「及び第４項」を削る。 

（大村市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 大村市税条例等の一部を改正する条例（令和元年大村市条例第１０号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条のうち第１７条第１項第２号の改正規定を削る。 
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  附則第１条第３号を次のように改める。 

  (3) 削除 

  附則第１条第４号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

  附則第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

（大村市都市計画税条例の一部改正） 

第５条 大村市都市計画税条例（昭和３５年大村市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項から第２

４項まで、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は第３４項」を「第

３４９条の３第９項から第１１項まで、第２１項から第２３項まで、第２５項、第

２７項から第３０項まで、第３２項又は第３３項」に改める。 

  附則第２項を削り、附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」

を「附則第１５条第３８項」に改め、同項を附則第２項とし、附則第４項（見出し

を含む。）中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項

を附則第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第４７項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２と

する。 

  附則第６項から附則第１０項までの規定及び附則第１２項中「第１９項」を「第

１８項」に、「又は法」を「又は」に改め、附則第１４項中「、第１９項、第２１

項から第２５項まで、第２７項、第２８項、第３２項、第３６項、第４０項、第４

３項から第４５項まで若しくは第４８項から第５０項まで」を「から第２２項まで、

第２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、第４２項

から第４４項まで、第４７項若しくは第４８項」に、「又は第１５条の３」を「、

第１５条の３又は第６１条」に、「第３４項」を「第３３項」に、「又は法」を

「又は」に改め、「第１５条の３まで」の次に「若しくは第６１条」を加える。 

第６条 大村市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第１４項中「第６１条」を「第６３条」に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中大村市税条例第７６条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第

４項の改正規定並びに附則第６条の規定 令和２年１０月１日 

(2) 第１条中大村市税条例第１７条第１項第２号、第２６条の２及び第２８条の２

第１項ただし書の改正規定、附則第１１項、附則第１１項の２、附則第１９項、

附則第２１項の３の２及び附則第３４項の改正規定、附則に３項を加える改正規

定（附則第４３項及び附則第４４項に係る部分に限る。）並びに第２条、第６条、

次条並びに附則第３条第２項及び第３項の規定 令和３年１月１日 

(3) 第３条中大村市税条例第７６条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の規

定 令和３年１０月１日 

(4) 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年４

月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の大村市税条例（以下「新条例」という。）附則

第１１項及び附則第１１項の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後

の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金について

は、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第１７条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第２６条の２及び第２８

条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第２８条の２第１

項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、

「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２
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年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第２９２

条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該当するも

のに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫である第１６条第

１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 

４ 新条例第２８条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び

同条第２項に規定する申告書について適用する。 

５ 新条例第２８条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法

第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第２

８条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の大村市税条例の規定中法人の

市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号

施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定

に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条におい

て「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結子法人（次項

において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５

条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。）が４号

施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行

日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した

連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。

以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に

開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお従前の例によ

る。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 
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２ 新条例第３６条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第３６条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について

適用する。 

４ 新条例第５４条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であるこ

とを知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定

する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固

定資産税については、なお従前の例による。 

７ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであっ

た葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであっ

た葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第８条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の大村市都市計画税条

例の規定は、令和２年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分

までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第４０項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従

前の例による。 

（大村市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第９条 大村市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年大村市条例第２４号）の
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一部を次のように改正する。 

  附則第８条第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。 

  附則第１０条第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改める。 

 

令和２年６月８日提出 

 

                       大村市長  園 田 裕 史   

 

（提案理由） 

 地方税法の改正に伴い、未婚のひとり親に対し、ひとり親控除を適用するとともに、

所有者不明土地等を所有している相続人等の申告の制度化その他所要の改正を行うた

め、この条例案を提出するものである。 
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第３６号議案 

大村市手数料条例の一部を改正する条例 

大村市手数料条例（平成１２年大村市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１個人番号の通知カードの再交付の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に

よる個人番号の通知カードの廃止に伴い、個人番号の通知カードの再交付に係る手数

料を廃止するため、この条例案を提出するものである。 
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第３７号議案 

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大村市国民健康保険条例（昭和３４年大村市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

第２８条第１項に次の１号を加える。 

(5) その他市長が特別の理由があると認める者

第２８条第２項ただし書中「前項第３号」を「前項第３号から第５号までのいずれ

か」に改める。 

 附則第８項及び第９項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」

を加え、附則に次の６項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

２２ 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法

第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている

被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型インフルエンザ等対

策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウ

イルス感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」という。）に感染したとき又は

発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。）は、

その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務

に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日までの期間に

ついて、傷病手当金を支給する。 

２３ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前

の直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額（そ

の額に、５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未満の端

数があるときは、これを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する

金額（その金額に、５０銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、５０銭以上

１円未満の端数があるときは、これを１円に切り上げるものとする。）とする。た

だし、健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報

酬月額の３０分の１に相当する金額の３分の２に相当する金額を超えるときは、そ
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の金額とする。 

２４ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えな

いものとする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調

整） 

２５ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナ

ウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けること

ができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しな

い。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第２３項の規定により算

定される額より少ないときは、その差額を支給する。 

２６ 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、そ

の受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受け

ることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができな

かった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病

手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部

を受けたときは、その額を支給額から控除する。 

２７ 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事

業主から徴収する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第８項及び第９項の改正規定

は、令和３年１月１日から施行する。 

２ 改正後の第２８条の規定は、令和２年２月１日から適用する。 

３ 改正後の附則第２２項から第２７項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日

が令和２年１月１日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。 

令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史  
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（提案理由） 

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した被保険者等に対

し国民健康保険税を減免することができるようにするとともに、当該感染症に感染

した被保険者等に傷病手当金を支給するため、この条例案を提出するものである。 
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第３８号議案 

大村市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

大村市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年大村市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

(8) 広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月８日提出 

大村市長 園 田 裕 史 

（提案理由） 

長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、新型コ

ロナウイルス感染症に感染した被保険者等の傷病手当金の支給に係る申請書の受付事

務を行うため、この条例案を提出するものである。 
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第３９号議案 

大村市介護保険条例の一部を改正する条例

大村市介護保険条例（平成１２年大村市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第８条の規定は、令和２年２月１日か

ら適用する。 

令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した被保険者等に対す

る介護保険料の減免に係る申請期限の特例を定めるため、この条例案を提出するもの

である。 
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第４０号議案 

大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年大

村市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第６条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号」を「次のいずれかに該当する

ときは、第１項第３号」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事

業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他

の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を

講じているとき。 

(2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が

著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第６条第５項中「前項」の次に「（第２号に該当する場合に限る。）」を加える。 

第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神

上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を

加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史 

（提案理由） 
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 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）の改正に伴い、家庭的保育事業者等における連携施設の確保及び居宅訪問型保育

の提供に関する規定について改正を行うため、この条例案を提出するものである。 
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第４１号議案 

大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年大村市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第４２条第４項中「特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号」を「次のいずれかに該当

するときは、第１項第３号」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、特定

地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定

子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型

保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要

な措置を講じているとき。 

(2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第４２条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史 

（提案理由） 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の改正に伴い、特定地域型保育
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事業者における連携施設の確保に関する規定について改正を行うため、この条例案を

提出するものである。 
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第４２号議案 

大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例

大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年大村市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の中

核市」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史  

（提案理由） 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６３号）の改正に伴い、放課後児童支援員の資格に関する規定について改正を行うた

め、この条例案を提出するものである。 
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第４３号議案 

動産の買入れについて 

次のとおり動産を買い入れる。 

１ 買い入れる動産  消防ポンプ自動車 

２ 買入れの方法   指名競争入札 

３ 買 入 れ 金 額  ２１，４６１，０００円 

４ 買入れの相手方  大村市平町１９３３番地 

株式会社ナカムラ消防化学 

代表取締役 中村 康祐 

５ 納 入 期 限  令和３年１月３１日 

  令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史 
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第４４号議案 

工事施行に関する基本協定の締結について 

次のとおり工事施行に関する基本協定を締結する。 

１ 工 事 名  大村線竹松・諏訪駅間新大村（仮称）新駅他新設工事 

２ 協 定 金 額  ７６９，４５４，０００円 

３ 協定の相手方  福岡市博多区博多駅前三丁目２５番２１号 

九州旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 青柳 俊彦 

４ 竣 工 期 限  令和４年９月３０日 

  令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史  
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第４５号議案 

専決処分の承認について 

 大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により議会の承認を求める。 

  令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史 
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専決第１３号 

専  決  処  分  書 

 大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、緊急を要するため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分する。 

  令和２年３月３１日 

大村市長  園 田 裕 史 
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大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大村市国民健康保険条例（昭和３４年大村市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

第１１条第２項ただし書中「６１０，０００円」を「６３０，０００円」に改め、

同条第４項ただし書中「１６０，０００円」を「１７０，０００円」に改める。 

第２５条中「６１０，０００円」を「６３０，０００円」に、「１６０，０００

円」を「１７０，０００円」に改め、同条第２号中「２８０，０００円」を「２８５，

０００円」に改め、同条第３号中「５１０，０００円」を「５２０，０００円」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大村市国民健康保険条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 
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第４６号議案 

専決処分の承認について 

大村市介護保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により議会の承認を求める。 

  令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史  
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専決第１２号 

専  決  処  分  書 

 大村市介護保険条例の一部を改正する条例について、緊急を要するため、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分する。 

  令和２年３月３０日 

大村市長  園 田 裕 史  
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大村市介護保険条例の一部を改正する条例 

大村市介護保険条例（平成１２年大村市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「令和元年度及び令和２年度の各年度」を「令和２年度」に、「２

６，１００円」を「２０，８８０円」に改め、同条第３項中「令和元年度及び令和２

年度の各年度」を「令和２年度」に、「４３，５００円」を「３４，８００円」に改

め、同条第４項中「令和元年度及び令和２年度の各年度」を「令和２年度」に、「５

０，４６０円」を「４８，７２０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条の規定は、令和２年度以後の年度分の保険料について適用し、令

和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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報告第１０号 

専決処分の報告について 

公用車の物損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。 

  令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史  
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専決第１５号 

 

専  決  処  分  書 

 

公用車の物損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項

に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規定により、

次のとおり専決処分する。 

 

  令和２年４月２２日 

 

大村市長  園 田 裕 史   

 

１ 損 害 賠 償 の 額  ３８，５００円 

２ 損害賠償の相手方               
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報告第１１号 

専決処分の報告について 

大村市立小学校内における窓の落下事故に係る損害賠償の額を定め和解することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別

添のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。 

  令和２年６月８日提出 

大村市長  園 田 裕 史  
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専決第１７号 

 

専  決  処  分  書 

 

大村市立小学校内における窓の落下事故に係る損害賠償の額を定め和解することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決

処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規

定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和２年５月１３日 

 

大村市長  園 田 裕 史   

 

１ 損 害 賠 償 の 額  １７９，８４３円 

２ 損害賠償の相手方                
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報告第１２号 

 専決処分の報告について

 議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

  令和２年６月８日提出

 大村市長  園 田 裕 史 
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専決第１１号

専  決  処  分  書

 令和２年２月２８日の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「東浦漁港海

岸保全施設（離岸堤）整備工事」に係る工事請負契約の契約金額を次のとおり変更する

契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第８

号の規定により専決処分する。

  令和２年３月２３日

 大村市長  園 田 裕 史  

変更前  １５６，５３０，０００円 

変更後  １６４，１７９，４００円 （７，６４９，４００円の増額） 
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第５１号議案 

 

   損害賠償の額を定め和解することについて 

 

 農道上の自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の

規定により議会の議決を求める。 

 

  令和２年６月８日提出 

 

大村市長  園 田 裕 史   

 

１ 損害賠償及び和解の相手方 

            

      

 

２ 和解条項の要旨 

(1) 大村市は、相手方に対し、金５４０，５４０円を支払う。 

(2) 相手方は、大村市に対して、本件に関し今後上記の和解金を除き一切の請求をし

ない。 
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